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輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達 

 
 

輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２

２号・輸出注意事項６２第１１号）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正す

る。 
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輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号）

改 正 後 現 行

（略） （略）

０ （略） ０ （略）

１ 輸出の許可 １ 輸出の許可

１－０ （略） １－０ （略）

１－１ 輸出の許可 １－１ 輸出の許可

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 （７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可

（イ） 輸出令別表第１の解釈 （イ） 輸出令別表第１の解釈

（略） （略）

輸出令 輸出令別表第 輸出令 輸出令別表第

別表第 １中解釈を要 解 釈 別表第 １中解釈を要 解 釈

１の項 する語 １の項 する語

１ （略） （略） １ （略） （略）

爆発物 次のいずれかに該当するものを含む。 爆発物 次のいずれかに該当するものを含む。

イ～ヌ （略） イ～リ （略）

ヌ （略） ヌ （略）

（一）～（十）（略） （一）～（十）（略）

（十一）ナノテルミット （新設）

注： （略） 注： （略）

火薬類 （略） 次のいずれかに該当 火薬類 （略） 次のいずれかに該当

するものを除く。 するものを除く。

イ～へ （略） イ～へ （略）

ト 航空機用の火工 （新設）

品であって、航空法

（昭和２７年法律第

２３１号）第１０条
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の規定に基づく耐空

証明又は第１２条の

規定に基づく型式証

明を受けた民間航空

機に用いるもの

（略） （略） （略） （略）

２ （略） （略） ２ （略） （略）

分離用若しく 放射線を照射した核燃料物質、核原料 分離用若しく 放射線を照射した核燃料物質、核原料

は再生用に設 物質（以下「照射済み核燃料物質等」 は再生用に設 物質（以下「照射済み核燃料物質等」

計した装置 という。）の処理の過程と通常の状態 計した装置 という。）の処理の過程と通常の状態

において照射済み核燃料物質等と接触 において照射済み核燃料物質等と接触

する装置並びに次のいずれかに該当す する装置並びに次のいずれかに該当す

るものをいう。） るものをいう。）

イ 照射済み核燃料物質等の切断機、 イ 照射済み核燃料物質等の切断又は

寸断機又は脱被覆装置 寸断機

ロ～ホ （略） ロ～ホ （略）

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 複数の対象となる加工方法を行うこと 数値制御を行 複数の対象となる加工方法を行うこと

１条第十四号 ができる工作機械（貨物等省令第１条 うことができ ができる工作機械（貨物等省令第１条

中の工作機械 第十四号イ（三）に該当するものを除 る工作機械 第十四号イ（三）に該当するものを除

く。）にあっては、可能なすべての加 く。）にあっては、可能なすべての加

工方法に対し、関係するすべての規制 工方法に対し、関係するすべての規制

項目を確認し判断すること。 項目を確認し判断すること。

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 国際規格ISO１０３６０－２（２００９ 貨物等省令第 国際規格ISO１０３６０－２（２００９
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１条第十七号 ）（座標計測第２部）（日本産業規格B １条第十七号 ）（座標計測第２部）（日本工業規格B

イ（一）中の ７４４０－２（２０１３））で定める イ（一）中の ７４４０－２（２０１３））で定める

最大許容長さ 測定方法により各軸の測定精度を測定 最大許容長さ 測定方法により各軸の測定精度を測定

測定誤差 した場合に、製造者が指定する長さ測 測定誤差 した場合に、製造者が指定する長さ測

定誤差の許容値（Ｅox MPE、Ｅoｙ MPE 定誤差の許容値（Ｅox MPE、Ｅoｙ MPE

又はＥoｚ MPE)であって、正又は負の 又はＥoｚ MPE)であって、正又は負の

最大偏差で表したものをいう。 最大偏差で表したものをいう。

貨物等省令第 国際規格ISO10360-2（2009）（座標計 貨物等省令第 国際規格ISO10360-2（2009）（座標計

１条第十七号 測第2部）（日本産業規格B7440-2（201 １条第十七号 測第2部）（日本工業規格B7440-2（201

イ（二）中の 3））で定める測定方法により、空間の イ（二）中の 3））で定める測定方法により、空間の

最大許容長さ 測定精度を測定した場合に、製造者が 最大許容長さ 測定精度を測定した場合に、製造者が

測定誤差 指定する長さ測定誤差の許容値であっ 測定誤差 指定する長さ測定誤差の許容値であっ

て、正又は負の最大偏差で表したもの て、正又は負の最大偏差で表したもの

をいう。製造者が指定した、測定のた をいう。製造者が指定した、測定のた

めの最も正確な条件（最適なプローブ めの最も正確な条件（最適なプローブ

、スタイラス長さ、動作パラメータ、 、スタイラス長さ、動作パラメータ、

環境条件等）を用いて、ソフトウェア 環境条件等）を用いて、ソフトウェア

による補正を行った上で設定される、 による補正を行った上で設定される、

最大許容長さ測定誤差（Eo MPE）を用 最大許容長さ測定誤差（Eo MPE）を用

いて、測定軸の長さに0.00125を乗じて いて、測定軸の長さに0.00125を乗じて

得た数値に1.7を加えた数値以下である 得た数値に1.7を加えた数値以下である

か否かを判定するものとする。 か否かを判定するものとする。

（略） （略） （略） （略）

呼び径が５Ａ 内容物が弁に入る接続端と弁から出る 呼び径が５Ａ 内容物が弁に入る接続端と弁から出る

以上のもの 接続端のいずれか小さい方の接続端の 以上のもの 接続端のいずれか小さい方の接続端の

呼び径の数字（日本産業規格Ｂ２００ 呼び径の数字（日本工業規格Ｂ２００

１号においてＡの符号で表す数字）が １号においてＡの符号で表す数字）が

５以上のもの（呼び径の数字がないも ５以上のもの（呼び径の数字がないも

のにあっては、口径が５ミリメートル のにあっては、口径が５ミリメートル

以上のもの）をいう。 以上のもの）をいう。

（略） （略） （略） （略）
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直列インダク 日本産業規格Ｃ5101若しくはＩＥＣ610 直列インダク 日本工業規格Ｃ5101若しくはＩＥＣ610

タンス 71－１で規定された測定方法又はこれ タンス 71－１で規定された測定方法又はこれ

らに準じる測定方法により測定された らに準じる測定方法により測定された

値をいう。 値をいう。

（略） （略） （略） （略）

３・３ （略） （略） ３・３ （略） （略）

の２ の２

４ 乾燥重量 （略） ４ 乾燥重量 （略）

デトネーショ デトネーション（爆轟燃焼）を燃焼室 （新設） （新設）

ンエンジン 内の燃焼圧向上に利用するエンジンを

いう。

パルスデトネーシ （新設）

ョンエンジン、回

転デトネーション

エンジン及び連続

デトネーションエ

ンジンを含む。

複合サイクル （略） 複合サイクル （略）

エンジン エンジン

ラムジェット （略） ラムジェット （略）
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エンジン、ス エンジン、ス

クラムジェッ クラムジェッ

トエンジン、 トエンジン、

パルスジェッ パルスジェッ

トエンジン、 トエンジン又

デトネーショ は複合サイク

ンエンジン又 ルエンジンの

は複合サイク 部分品

ルエンジンの

部分品

（略） （略） （略） （略）

同等の規格 日本産業規格Ｚ８８２０を含む。 同等の規格 日本工業規格Ｚ８８２０を含む。

（略） （略） （略） （略）

５ （略） （略） ５ （略） （略）

６ （略） （略） ６ （略） （略）

貨物等省令第 複数の対象となる加工方法を行うこと 数値制御を行 複数の対象となる加工方法を行うこと

５条第二号中 ができる工作機械（貨物等省令第５条 うことができ ができる工作機械（貨物等省令第５条

の工作機械 第二号イ（三）に該当するものを除く る工作機械 第二号イ（三）に該当するものを除く

。）にあっては、可能な全ての加工方 。）にあっては、可能な全ての加工方

法に対し、関係するすべての規制項目 法に対し、関係するすべての規制項目

を確認し判断すること。 を確認し判断すること。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ８４１：２００１（日 貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ８４１：２００１（日

５条第二号ハ 本産業規格Ｂ６３１０（２００３）（ ５条第二号ハ 本工業規格Ｂ６３１０（２００３）（

（四）中のＺ 産業オートメーションシステム－機械 （四）中のＺ 産業オートメーションシステム－機械

軸又はＷ軸 及び装置の制御－座標系及び運動の記 軸又はＷ軸 及び装置の制御－座標系及び運動の記

号））で定めるＺ軸又はＷ軸 号））で定めるＺ軸又はＷ軸
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（略） （略） （略） （略）

０．２ミリメ ０から０．２ミリメートルまでのいず ０．２ミリメ ２の「０．２ミリメートルまでの測定

ートルまでの れかの測定点において０．２マイクロ ートルまでの レンジにおいて、分解能が０．２マイ

測定レンジに メートル以下の分解能を有するものを 測定レンジに クロメートル以下のもの」の解釈に同

おいて、分解 いう。 おいて、分解 じ。

能が０．２マ 能が０．２マ

イクロメート イクロメート

ル以下のもの ル以下のもの

測定レンジ 測定装置の作動距離の最大と最小の差 （新設） （新設）

をいう。

（略） （略） （略） （略）

７ 輸出令別表第 （略） ７ 輸出令別表第 （略）

１の７の項の １の７の項の

経済産業省令 貨物等省令第６条 （略） 経済産業省令 （新設） （略）

で定める仕様 第一号、第二号、 で定める仕様

のもの 第四号、第七号の のもの

二又は第八号の二

から第八号の四ま

でに該当する貨物

には、ウエハー上

におけるパターン

形成からパッケー

ジングまでの工程

の全ての状態のも

のを含む。

（削る） （削る） 集積回路 ウエハー上における回路形成からパッ

ケージングまでの工程の全ての状態の
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ものをいう。

（略） （略） （略） （略）

信号処理 外部からの情報を伝達する信号を処理 貨物等省令第 外部からの情報を伝達する信号を処理

することであって、高速フーリエ変換 ６条第一号ロ することであって、高速フーリエ変換

、ウォルシュ変換その他の領域間の変 、同号へ及び 、ウォルシュ変換その他の領域間の変

換、時間圧縮、フィルター処理、抽出 同条第三号中 換、時間圧縮、フィルター処理、抽出

、選択、相関、たたみ込みその他これ の信号処理 、選択、相関、たたみ込みその他これ

らに類するアルゴリズムを用いること らに類するアルゴリズムを用いること

をいう。 をいう。

（略） （略） （略）

真空電子デバ （略） 貨物等省令第 （略）

イス ６条第二号イ

及びロ中の真

空電子デバイ

ス

（略） （略） （略） （略）

マイクロ波用 貨物等省令第６条第二号ニの（一）か マイクロ波用 貨物等省令第６条第二号ニの（一）か

ディスクリー ら（五）でそれぞれ定める周波数帯域 ディスクリー ら（五）でそれぞれ定める周波数帯域

トトランジス において、２以上の周波数帯域にまた トトランジス において、２以上の周波数帯域にまた

タ がって作動するものについては、これ タ がって作動するものについては、これ

らのうちピーク飽和出力値の最も低い らのうちピーク飽和出力値の最も低い

ものを制限値とする。 ものを制限値とする。

電力増幅器ともいう。これらは、貨物 電力増幅器ともいう。これらは、貨物

等省令第６条第二号ニ（一）～（六） 等省令第６条第二号ニ（一）～（五）

の規定に基づいて判定するものとする の規定に基づいて判定するものとする

。 。

（略） （略）
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（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 貨物等省令第 信号振幅の計算、

６条第十一号 高調波成分の計算

ロ中の解析 又は周波数成分の

計算を含む。

周波数マスク （略） 周波数マスク （略）

トリガー トリガー

ベクトル変調 無線周波数信号がデジタルベースバン （新設） （新設）

帯域幅 ド信号により変調された際の、無線周

波数信号の帯域幅をいい、情報帯域幅

ともいう。Ｉ／Ｑ変調を用いたデジタ

ル変調は無線周波数ベクトル変調信号

を生成するための技術的な手法であり

、その出力信号は一般的にベクトル変

調帯域幅を有するものとして仕様化さ

れている。

（削る） （削る） 複屈折率が７ ガラス製造者の仕様をいう。

ナノメートル

毎センチメー

トル未満

（略） （略） （略） （略）

８ （略） （略） ８ （略） （略）

信号処理 ７の「信号処理」の解釈に同じ。 信号処理 ７の「貨物等省令第６条第一号、同号

へ及び同条第三号中の信号処理」の解

釈に同じ。

（略） （略） （略） （略）
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９ （略） （略） ９ （略） （略）

信号処理 ７の「信号処理」の解釈に同じ。 信号処理 ７の「貨物等省令第６条第一号、同号

へ及び同条第三号中の信号処理」の解

釈に同じ。

（略） （略） （略） （略）

非対称アルゴ 暗号化と復号に数学的に関連性を有す これと同等の アルゴリズムの安全性が次のいずれか

リズム る別々の鍵を使用する暗号アルゴリズ 非対称アルゴ の有する困難性に基く非対称アルゴリ

ムをいう。 リズム ズム（暗号化と復号に数学的に関連性

を有する別々の鍵を使用する暗号アル

ゴリズムをいう。）

512ビットを （新設）

超える整数の

素因数分解 RSA方式を含む。 （新設）

有限体上の乗 （新設）

512ビットを

超える離散対 有限体上のDiffie （新設）

数の計算 －Hellman方式を

含む。

第八条第九号 （新設）

するもの以外

の群における 楕円曲線上のDiff （新設）

112ビットを ie－Hellman方式

超える離散対 を含む。

数の計算

格子に関連す ポスト量子、量子安全、耐量子ともい （新設） （新設）

る最短ベクト う。

ル又は最近接

ベクトル問題 NewHope、Frodo、 （新設）
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NTRUEncrypt、Kyb

er、Titanium方式

を含む。

超特異楕円曲 ポスト量子、量子安全、耐量子ともい （新設） （新設）

線間の同種写 う。

像の探索

超特異同種写像鍵 （新設）

カプセル化を含む

。

ランダムな符 ポスト量子、量子安全、耐量子ともい （新設） （新設）

号の復号 う。

McEliece、Nieder （新設）

reiter方式を含む

。

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

八条第九号イ 八条第九号イ

（十二）、（ （十二）、（

十三）２三、 十三）２三中

（十四）中の の操作、管理

操作、管理又 又は保守

は保守

汎用目的の計 （略） 汎用目的の計 （略）

算機能を有す 算機能を有す

る装置若しく る装置若しく

はサーバー はサーバー

ネットワーク 情報システムのセキュリティ管理、デ （新設） （新設）

に接続する民 ジタル通信、汎用的なネットワーク又

生産業用途 は汎用的な計算をすること以外の用途
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であって、ネットワークに接続する消

費者用途又は民生産業用途をいう。

任意でないデ システムの安定性、性能又は物理的測 （新設） （新設）

ータ 定に直接的に関連するセンサーのデー

タ又は計測したデータ（温度、圧力、

流速、質量、体積、電圧、物理的位置

など）であって、当該貨物を使用する

者によって変更できないものをいう。

暗号機能有効 次のいずれかに該当するものをいう。 （新設） （新設）

化の手段を用 イ 暗号機能有効化の手段を用いることに

いることによ よってのみ、ある貨物（貨物等省令第８条

って、ある貨 第九号から第十二号までに該当しないもの

物又はあるプ に限る。）を第九号イに該当するもの（第

ログラムの暗 九号ヘに該当しないものに限る。）に変換

号機能を有効 し、又はあるプログラム（第二十一条第一

化するもの 項第七号、第八号の二、第九号又は第十七

号に該当しないものに限る。）を第二十一

条第一項第九号（第八条第九号イ又はハか

らホまでに係るものに限る。）に該当する

ものに変換するように設計し、若しくは改

造したもの

ロ 暗号機能有効化の手段を用いることに

よってのみ、貨物等省令第８条第九号から

第十二号までのいずれかに該当する貨物又

は第二十一条第一項第七号、第八号の二若

しくは第九号に該当するプログラムに第九

号イに該当する貨物の有する機能と同等の

機能を追加することができるように設計し

、又は改造したもの

（略） （略） （略） （略）
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１０ （略） （略） １０ （略） （略）

受信機能を有 通常の用途において個別の送信装置に 受信機能を有 （新設）

するもの又は 結びついたものであるか否かに関わら するもの

その部分品 ず、受信機及び受信機のために特別に

設計された部品にも適用されるものを

いう。

（削る） 送受信機能を有する

ものを除く。

ハイドロホン （略） ハイドロホン （略）

水中の音響変換器 （略） （新設） （略）

で受信機として設

計され動作するト

ランスデューサー

を含む。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 次のいずれかに該当 貨物等省令第 （略） 次のいずれかに該当

９条第八号イ するものを除く。 ９条第八号イ するものを除く。

（二）及びロ イ～ロ （略） （二）及びロ イ～ロ （略）

（十）中のフ ハ フォーカルプ （十）中のフ ハ フォーカルプ

ォーカルプレ レーンアレー（貨 ォーカルプレ レーンアレー（貨

ーンアレーを 物等省令第９条第 ーンアレーを 物等省令第９条第

組み込んだも 三号ニ（一）２又 組み込んだも 三号ニ（一）２又

の はホ（二）に該当 の はホ（二）に該当

するものに限る。 するものに限る。

）を組み込んだも ）を組み込んだも

のであって、次の のであって、次の

いずれかに該当す いずれかに該当す

るもの るもの

（二） 次の１か （二） 次の１か
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ら４までの全 ら４までの全

てに該当する てに該当する

もの もの

１ 最小水平 １ 最小水平

瞬時視野又 瞬時視野又

は最小垂直 は最小垂直

瞬時視野が 瞬時視野が

２ミリラジ １０ミリラ

アン以上の ジアン以上

もの のもの

２～４ （略 ２～４ （略

） ）

（三） （略） （三） （略）

ニ （略） ニ （略）

（略） （略） （略） （略）

持続波レーザ （略） 持続波レーザ （略）

ー発振器 ー発振器

貨物等省令第 Ｍ ファクタが１．３未満のレーザー （新設） （新設）２

９条第十号イ ビームプロファイルのものをいう。

及びロに該当

する単一横モ

ード

貨物等省令第 Ｍ ファクタが１．３以上のレーザー （新設） （新設）２

９条第十号イ ビームプロファイルのものをいう。

及びロに該当

する多重横モ

ード

貨物等省令第 産業用レーザー発振 貨物等省令第 産業用レーザー発振

９条第十号イ 器であって、次のい ９条第十号イ 器であって、次のい

（六）２に該 ずれかに該当するも （六）２に該 ずれかに該当するも
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当する波長可 のを除く。 当する波長可 のを除く。

変レーザー発 イ （削除） 変レーザー発 イ 定格出力が５０

振器以外の持 振器以外の持 ０ワット超１キロワ

続波レーザー 続波レーザー ット以下のものであ

発振器 発振器 って、次のすべてに

該当するもの

（一）ビームパラメ

ータ積が０．７ミリ

メートル・ミリラジ

アン超のもの

（ニ）輝度が１，０

２４ワット毎平方ミ

リメートル毎平方ミ

リラジアン以下のも

の

ロ～ニ （略） ロ～ニ （略）

ホ 定格出力が３． ホ 定格出力が３．

３キロワット超６． ３キロワット超４．

０キロワット以下の ０キロワット以下の

ものであって、ビー ものであって、ビー

ムパラメータ積が３ ムパラメータ積が３

．５ミリメートル・ ．５ミリメートル・

ミリラジアン超のも ミリラジアン超のも

の の

へ （削除） へ 定格出力が４．

０キロワット超５．

０キロワット以下の

ものであって、ビー

ムパラメータ積が５

．０ミリメートル・

ミリラジアン超のも

の

ト （削除） ト 定格出力が５．

０キロワット超６．

０キロワット以下の
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ものであって、ビー

ムパラメータ積が７

．２ミリメートル・

ミリラジアン超のも

の

チ・リ （略） チ・リ （略）

（削除） 注：輝度とは、レー

ザー発振器の定格出

力値をビームパラメ

ータ積の二乗で除し

たものをいう。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

９条第十三号 ９条第十三号

中の航海用レ 中の航海用レ

ーダー ーダー

貨物等省令第 地表から１００キロメートルを超える （新設） （新設）

９条第十三号 高度で動作するよう（に）設計された

のニ中の宇宙 （した）固体の光検出器（をいう。）

用に設計した

固体の光検出

器

（略） （略） （略） （略）

１１ （略） （略） １１ （略） （略）

安定性 安定した温度条件の下で計測されたあ 安定性 安定した温度条件の下で計測されたあ

る特定のパラメータについて、その構 る特定のパラメータについて、その構

成値からのバラツキの標準偏差（１シ 成値からのバラツキの標準偏差（１シ

グマ）をいい、時間の関数として表さ グマ）をいい、時間の関数として表さ
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れる。 れる。

注：加速度計及びジャイロスコープの 注：安定性は、公称測定時間と一致し

安定性は、公称測定時間と一致した積 た積分周期（すなわち、サンプル時間

分周期（すなわち、サンプル時間）で ）で、アラン分散ノイズ解析で算出さ

、アラン分散ノイズ解析で算出された れた値で評価することも可能である。

値で評価することも可能である。 公称測定時間には、アラン分散ノイズ

公称測定時間には、アラン分散ノイズ 解析が、不安定になる点を超えてレー

解析が、不安定になる点を超えてレー トランダムウォーク又はレートランプ

ト及び加速度計のランダムウォーク又 の分布範囲に入ったと公称測定時間と

はレート及び加速度計のランプの分布 一致した積分周期から推定することを

範囲に入ったと公称測定時間と一致し 含む（ＩＥＥＥ Ｓｔｄ ９５２－１

た積分周期から推定することを含む（ ９９７（Ｒ２００８）参照）。

ＩＥＥＥ Ｓｔｄ ９５２－１９９７ アランノイズ分散解析は、ＭＥＭＳジ

（Ｒ２００８）又はＩＥＥＥ Ｓｔｄ ャイロスコープの特性を示すために使

１２９３－１９９８（Ｒ２００８） 用され、また、シングレーザージャイ

参照）。 ロスコープ（ＲＬＧｓ）及び光ファイ

バージャイロスコープ（ＦＯＧｓ）の

ような他のジャイロスコープにも適用

される。

（略） （略） （略） （略）

方位精度が２ （略） 方位精度が２ （略）

０秒以下のも ０秒以下のも

の の

衛星航法シス 地上局、衛星群及び受信機から構成さ （新設） （新設）

テム れるシステムであり、衛星からの受信

信号を基に受信機の位置が計算可能な

もの。これには、全地球航法衛星シス

テム及びちいき航法衛星システムが含

まれる。

１２ （略） （略） １２ （略） （略）
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１３ （略） （略） １３ （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

１２条第十号 １２条第十号

の二イ中の最 の二イ中の最

大航続時間 大航続時間

超合金 ニッケル、コバルト又は鉄の合金であ （新設） （新設）

って、６４９度を超える温度における

使用条件のもとで、ＡＩＳＩ３００系

列より優れた強度を有するものをいう

。

（略） （略） （略） （略）

１４ （略） （略） １４ （略） （略）

火薬又は爆薬 （略） 火薬又は爆薬 （略）

の添加剤 の添加剤

非磁性材料 非磁性材料とは、相対性透過性が２未 （新設） （新設）

満のものをいう。

（略） （略） （略） （略）

１５ （略） （略） １５ （略） （略）

導電性高分子 （略） 導電性高分子 （略）

連続気泡発泡 可撓性のある多孔性材料であって、そ （新設） （新設）
とう

体 の内部が通気構造のものをいう。三次

元網状発泡体ともいう。

（略） （略） （略） （略）



- 18 -

ハイドロホン 通常の用途において個別の送信装置に ハイドロホン （新設）
結びついたものであるか否かに関わら

ず、受信機及び受信機のために特別に

設計された部品にも適用されるものを

いう。

１以上のセンサーからなるものであっ

て、受信する音波チャンネルが単一の

ものをいう。複数のセンサーを有する

ものはハイドロホングループともいう

。

水中の音響変換器 （削る） （新設） 送受信機能を有す

で受信機として設 るものを除く。

計され動作するト

ランスデューサー

を含む。

（略） （略） （略） （略）

えい航ハイド 通常の用途において個別の送信装置に えい航ハイド （新設）

ロホンアレー 結びついたものであるか否かに関わら ロホンアレー

ず、受信機及び受信機のために特別に

設計された部品にも適用されるものを

いう。

（削る） 送受信機能を有す

るものを除く。

（略） （略） （略） （略）

えい航ハイド 通常の用途において個別の送信装置に えい航ハイド （新設）
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ロホンアレー 結びついたものであるか否かに関わら ロホンアレー

用に設計した ず、受信機及び受信機のために特別に 用に設計した

信号処理装置 設計された部品にも適用されるものを 信号処理装置

いう。

（削る） 送受信機能を有する

ものを除く。

海底用又は港 通常の用途において個別の送信装置に 海底用又は港 （新設）
湾ケーブル用 結びついたものであるか否かに関わら 湾ケーブル用

のハイドロホ ず、受信機及び受信機のために特別に のハイドロホ

ンアレー 設計された部品にも適用されるものを ンアレー

いう。

（削る） 送受信機能を有する

ものを除く。

海底用又は港 通常の用途において個別の送信装置に 海底用又は港 （新設）
湾用ケーブル 結びついたものであるか否かに関わら 湾用ケーブル

システム用に ず、受信機及び受信機のために特別に システム用に

設計した信号 設計された部品にも適用されるものを 設計した信号

処理装置 いう。 処理装置

（削る） 送受信機能を有する

ものを除く。

（略） （略） （略） （略）

（ロ）～（ニ） （略） （ロ）～（ニ） （略）

（８） （略） （８） （略）

２～１３ （略） ２～１３ （略）

別表第１ 輸出許可等の事務の取扱区分 別表第１ 輸出許可等の事務の取扱区分

外為法及び輸出令に基づく輸出許可等（「輸出許可及び輸出の許可 外為法及び輸出令に基づく輸出許可等（「輸出許可及び輸出の許可

の事後審査」をいう。以下同じ。）の事務は次の区分により行う。 の事後審査」をいう。以下同じ。）の事務は次の区分により行う。

１～４ （略） １～４ （略）
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別紙 別紙

輸出令別表第１貨物に係る許可事務の取扱区分 輸出令別表第１貨物に係る許可事務の取扱区分

１ （略） １ （略）

２ 安全保障貿易審査課において輸出の許可を行う貨物 ２ 安全保障貿易審査課において輸出の許可を行う貨物

（１）～（１７） （略） （１）～（１７） （略）

（１７の２） 輸出令別表第１の７の項の中欄に掲げる貨物（ （１７の２） 輸出令別表第１の７の項の中欄に掲げる貨物の

告示で定める貨物を除く。）のうち、次のいずれかに該当す うち、次のいずれかに該当するものであって、「と地域②」

るものであって、「と地域②」又は「ち地域」を仕向地とす 又は「ち地域」を仕向地とするもの

るもの

（イ）～（ハ） （略） （イ）～（ハ） （略）

（１８）・（１９） （略） （１８）・（１９） （略）

別表第２～別表第７ （略） 別表第２～別表第７ （略）




